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分担研究報告書 

       職場における女性の健康と就業継続支援の事例 

分担研究者 飯島佐知子 順天堂大学・大学院医療看護学研究科 教授  

 

研究要旨 

【目的】平成 29 年度の推計では婦人科系疾患を抱えて働く女性の年間の生産性損失 4.95 兆円と推計

された。乳がん・子宮がんの検診受診率は先進国の中で最も低く、月経関連症状を有する女性の 65%が

未受診であった。一方、事業所が実施している女性の健康支援の内容は明らかになっていない。本研

究は、女性の就業支援を実施している職場における女性の健康支援の事例を収集し、大企業と中小企

業の実施内容を比較することを目的とした。 

【方法】「くるみん」「えるぼし」「健康経営」「なでしこ銘柄」等の認定を複数受けている事業所

125 社に、2018 年 8月に調査依頼を配布し、同意の得られた事業所の人事労務担当者に女性の健康支

援についてインタビュー調査を行った。調査項目は（1）業種、男女職員数（2）健康教育（3）相談窓

口（4）婦人科疾患の検診の実施（5）仕事と治療の両立支援、その他とした。 

【結果】（1）回答を得た７事業所のうち中小企業 2社、大企業 5社であった。女性職員割合は 16.6％

〜83.4％であった。業種は、サービス、通信、金融、医療福祉、製造３社であった。（2）健康教育：

大事業所では保健師が乳がん、貧血、骨密度測定、更年期、月経随伴症状へのセルフケアの方法など

を教育していた。中小事業所では女性の健康に特化した教育を実施していなかった。（3）相談窓口：

大事業所では女性の医療職を配置していた。中小企業では女性の健康に特化した窓口はなった。（4）

婦人科疾患の検診：７事業所で検診費用を保険者または事業所の負担で実施しており、事業所内の定

期検診や会社帰りに立ち寄れる提携病院で受診できる工夫をしていた。乳がん受診率は 60.0％、

89.8％、93.4 ％、100％、子宮頸部細胞診受診率は 40.5％ 、80.3％、 83.3％、 100％であった。

（5）仕事と治療の両立支援：大企業では乳がんなどについて産業医・保健師と病院が連携し、段階的

な復職支援を実施していた。中小企業では、受診は短時間勤務で対応し必要時に上司が付き添う事業

所もあった。 

【結論】回答事業所では、乳がんと子宮がん検診の自己負担を無料にして定期検診で実施するなど検

診へのアクセスを高めることで、全国平均よりも高い受診率を実現していた。一方、中小企業では、

女性の健康に関する健康教育、相談窓口、仕事と治療の両立支援が困難であった。これらについて、

協会けんぽや自治体が実施する健康教育や相談窓口の利用や、医療機関が情報共有し、両立支援を行

うシステムの必要性が示唆された。 
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A. 研究目的 

平成 30 年度の女性の罹病による医療費および

生産性費用の調査では、医療費の総計は18兆2372

億円、生産性費用の総計は 10兆 5050億円であり、

合わせて 28兆 7423億円であることが確認された。

女性の罹病による医療費および生産性費用の負

担の大きい疾患は、循環器系の疾患（4兆 5864 億

円）、新生物（2兆 6535 億円）、筋骨格系及び結合

組織の疾患（2兆 4194 億円）であった。また、女

性の生活習慣病の医療費と生産性費用の合計は 9

兆 2513 億円であり、女性の罹患による費用全体

の 32%を占めていた。女性特有の疾患では、医療

費と生産性費用は 2 兆 3833 億円で女性の罹病に

要する費用の 8％であるが、医療費よりも生産性

費用方が高いことが他の疾患と異なっていた。こ

れは、働く女性が罹患し、治療を受けながら勤務

している女性が多いためであり、職場での支援の

必要性を示唆していた。 

一方、女性の健康のために職場においてどのよ

うな健康支援を行うべきかについては現在一定

の見解は得られていない。2016 年にデンマークの

家族計画協会によると、職場における女性の健康

支援を調査した報告書は 47 件確認された 1)。その

中で扱われている健康課題は、リプロダクティブ

ヘルス、家族計画、子宮頸がん、糖尿病、性感染

症、HIV/AIDS,貧血や栄養、下痢など衛生関連疾患、

清潔や病気の知識、セクシュアルハラスメントや

暴力などであった。またサービスの提供主体も企

業とは限らず、政府、非政府組織、非営利組織、

複数の組織、エージェントなどであった。 

 わが国では、経済産業が大企業で実施している

事例としてがん検診、産業医による相談窓口、不

妊治療の受診支援などを紹介している 2)。しかし

ながら、我が国の従業者の７割は中小企業に勤務

しており、規模が小さいほど女性の勤務割合が高

い 3)。さらに、女性就業者のうち 48.8％はパー

トやアルバイトなど非正規職員である 4) 。大企

業や中小企業では事業所で女性の各ライフステ

ージにおける女性の健康の包括的支援事業をど

のように実施しているかについての状況やそれ

に要する費用負担は十分に明らかになっていな

い。それゆえ、事業所での女性の支援事業の実施

状況を把握し、どのような対策が進められるべき

かが明らかになることは住民、事業所、行政にと

って意義あるものと考えられる。 

 そこで、本研究の目的は、職場における女性の

健康および就業継続支援の好事例を収集した。 

また大企業と中小企業の取り組み内容の違いに

ついて比較し、中小企業において実施可能な女性

の健康支援を構築するための方策について示唆

を得ることとした。 

 

B. 研究方法  

1.調査対象: 女性の健康に対する好事例を収集

するために、対象は従業員の健康増進や女性の活

用、子育て支援やワーク・ライフ・バランスの推

進に対する取り組みが一定基準であることが認

証されている事業所を対象とした。2018 年に健康

優良法人ホワイト 500に認定された 776法人のう

ち、2017 年末までに厚生労働省により子育てサポ

ート事業所として「くるみん」に２回以上認定さ

れた事業所、または「プラチナくるみん」に認定

された事業所とした。加えて、経済産業省により

認定された女性活躍推進に優れた上場事業所「な

でしこ銘柄」48 社のうち女性のワーク・ライフ・

バランスを推進する事業所である「えるぼし」ま

たは「くるみん」に認定された事業所から無作為

抽出した 125 社とした。2018 年８月に調査協力を

依頼した。インタビュー調査の同意の得られた事

業所の人事労務担当者に、10 月から 2月に事業所

を調査担当者が訪問し、女性の健康支援の内容に

ついて 90分のインタビュー調査を行った。 

 

2.調査項目: 

 調査項目は女性の健康に関わる一予防、二次予

防、三次予防の対策とその費用負担や成果につい

ての情報を包括的に得られる項目を検討した。事

業所を対象とした健康増進事業の中でも、メンタ

ルヘルス対策については「労働者の心の健康の保

持増進のための指針」（メンタルヘルス指針、平成
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18 年 3 月 策定、平成 27 年 11 月 30 日改正） 

が公表されている。一次予防、二次予防、三次予

防を網羅したガイドラインの存在するメンタル

ヘルス対策の費用便益分析の調査を参考に 6）、以

下の項目について質問した。 

1)事業所属性：業種、男女職員数、男女職員数割

合、平均年齢、平均勤続年数、産業医数、保健師

数、人事担当者数 

2)女性の健康支援に対する事業所の方針 

3) 一次予防:女性特有の疾患に関する健康教育

の実施 

4) 二次予防: 女性特有の疾患の相談窓口の設置 

5) 二次予防: 女性特有の疾患の検診の実施 

6）三次予防: 女性特有の疾患の治療と就業継続

支援、復職支援や医療機関との連携 

7) 各種休暇、時差出勤、短時間勤務制度 

8）不妊治療、出産、育児、介護との両立支援 

9) 支援の成果の評価方法、支援に対する費用 

10)その他 

 

3．用語の定義：本研究では、中小企業基本法第 2

条の定義に従い、資本金の額が 3 億円以下、又は 

従業員数が 300 人以下の会社（製造業等の場合）

を中小企業としている。 

 

４.倫理面への配慮 

 調査対象企業宛てに、調査依頼書を郵送し、目

的、方法および倫理的配慮を書面で説明した。倫

理的配慮として、インタビューは各事業に研究者

が訪問し、90 分程度を要すること、インタビュー

の内容は最終的に事例集としてまとめて書面や

学会等で公表すること、その際には社名やインタ

ビュー回答者の氏名を掲載すること、調査に協力

しなくとも不利益を被らないこと等を記載しし

た。そして、書面で調査協力の同意の返信の得ら

れた事業所をインタビュー対象とした。事例集の

作成にあたり、調査者はインタビュー記録をもと

に作成した文章を回答者に電子メールで複数回

確認を求め最終的に掲載許可の得られた内容を

事例集に掲載した。また写真は回答者から提供さ

れたものを使用した。尚、本研究は、研究代表者 

飯島佐知子の所属機関である順天堂大学医療看

護学研究科研究等倫理審査承認後に実施した（順

看倫第 29-36 号）。 

 

C.研究結果 

 詳細は別添の「職場における女性の健康支援の

事例集」に記した。 

1)回答事業所の属性は表１に示した。回答の得ら

れた事業所７社の従業員数は 35人から 32,969 人、

女性職員割合は 16.6％〜83.4％であった。業種は、

NPO 法人（就労支援）、通信、金融、医療・福祉、

製造３社であった。                                 

    表１ 回答事業所の属性 

 

2）健康教育：大企業は、保健師により男女共通の

生活習慣病やメンタルヘルスに関わる疾患の理

解、食事、運動、睡眠などに焦点を当てた健康教

育を実施していた（表２）。それに加えて、女性ホ

ルモンと健康や、乳がん、骨密度測定、更年期や

ホルモン補充療法の解説、月経関連症状、貧血に

対するセルフケアの方法などの教育を実施して

いた。集合教育、パンフレット、社内報、イント

ラネット、メールマガジンなどを媒体として健康

情報を提供していた。 

 資生堂では、鉄欠乏性貧血を改善する食事や男

性を対象として更年期など女性特有の不調につ

いて教育していた。運動クラブを推奨し活動費を

補助している事業所もあった。中小事業所では女

性の健康に特化した健康教育は実施されていな

かった。 

  表２ 女性特有の疾患の健康教育 

社名 業種
従業員数

（人）
女性従業員
割合（％）

女性平均年
齢（歳）

女性勤続年
数（年）

富士通 製造業 32,969 16.7 43.3 16.4

資生堂 化学工業 23,505 83.4 40.2 83.4

聖隷
医療・福祉

業
15,040 67 37 8.8

花王 製造業 6,970 22.4 38.5 14.5

さがみ 金融業 646 45 38 15

イーバレイ
電子回路設

計他
102 19.6 34.4 5.9

ICDS 就労支援） 35 54.3 42.4 4
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3）相談窓口：大事業所では女性の医療専門職を配

置していた（表３）。中小事業所では女性の健康に

特化した窓口はなかったが、男女の職員がメンタ

ルヘルスをはじめとする健康関連や妊娠出産の

相談を担当していた。協会けんぽの保健師による

面談を利用している事業もあった。 

 

表 3 女性特有の疾患の相談窓口 

 
4）婦人科疾患の検診：７事業所で、生活習慣病な

どの健診は男女共通に実施されていた（表 4）。加

えて、婦人科関連の検診費用を保険者または事業

所の負担により自己負担無料で実施していた。ま

た、事業所内で定期検診乳がん、子宮がん健診を

含めたり、自宅近くや会社帰りに立ち寄れる提携

病院で受診できる工夫をしていた。さがみでは、

骨粗鬆症の検査を女性全員に定期検診で実施し

ていた。また、聖霊事業団では職員の希望者全員

が1日人間ドックで特定健診の項目や生活習慣病

関連の項目に追加して乳がん、子宮がん健診を受

診できる。中小では職員数が少ないため職員 1人

1 人の状況を把握しやすい。イーバレイでは、女

性の健康管理担当職員が該当者にその都度直接

説明したり受診を促している。ICDS でがメールで

直接情報発信している。 

 検診受診率について、具体的数値の情報が得ら

れたのは聖霊41.6％富士通60.0％、花王89.8％、

資生堂 93.4 ％、イーバレイ 100％であった。子

富士通

「女性ホルモンの効果を知って輝こう」「女性の一生　ちょっと
気になる病気の話」「女性のライフステージと頭痛」「性差医療
と女性の健康」「骨密度測定」大塚製薬の協力を得て、「更年
期」などをテーマに女性の健康教育にかかわるメールマガジ
ンを配信している

資生堂

2009年よりを延べ180回開催し、累計7191名が受講。女性特

有の病気や心と体の悩み、乳がんの自己検診法、貧血対策、
更年期障害ホルモン補充療法の啓発、男性社員を対象に、
女性特有の心と体、病気について解説

聖隷
社内報（年４回）と健保だより（年４回）を発行し、生活習慣病、
睡眠、食事、メンタルヘルスについて職員全員に配布し周知
している。運動クラブの費用負担を行い運動を推奨している。

花王

2017年度が19回開催し、のべ2.863人が参加「女性セミナー」
「更年期セミナー」「30歳節目研修」「食改改善セミナー」をし
た。SUKOYAKA Women’s newsを10月に全女性従業員に向
けて配信、「花王ヘルスケアナビ」のホームページでは、更年
期、生理痛などの女性特有の悩みについて、体の仕組みや
簡単に実行できるセルフケアを紹介

さがみ
婦人科がんや骨粗しょう症の検診について社内でパンフレット
を配布して受診を促している。

イーバレ
イ

婦人科関連の健康教育は社内で実施していない

ICDS 婦人科関連の健康教育は社内で実施していない

富士通
各事業所に常勤の保健師を配置し
婦人科関連の相談にも対応

資生堂
ウェルネス全般に関する相談窓口
機能を設け、産業医、産業保健師、
産業看護師など12人が対応

聖隷

女性の健康相談窓口はない。事業
内容が病院や保育施設で女性の
多い職場なので個人的に相談して
いると思われる。

花王
「女性の健康相談窓口」を開設し保
健師が対応ている

さがみ

健康に関する相談窓口は 男女2名
の人事部職員が対応している。「ハ
ラスメント110番相談窓口」という名
称ではあるが、人間関係から出産・
育児、メンタルや健康相談などに対
応している。女性の人事部職員が
窓口となっていることから、女性特
有の心や身体の悩みも相談しやす
い体制となっている。

イーバレ
イ

女性の健康の相談窓口はない。管
理部に子育て中の女性が1名おり、
健康問題をはじめ、妊娠・子育てに
関することについて対応。毎年２−３
名が産業医や協会けんぽの保健師
と面談している。

ICDS 女性の健康相談窓口はない
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宮頸部細胞診受診率は、聖霊 34.7％資生堂 

83.3％、花王 80.3％、さがみ 40.5％ 、イーバレ

イ 100％であった。 

表４ 女性特有の疾患の検診の実施 

 

5）仕事と治療の両立支援：大企業では乳がんにつ

いても産業医・保健師と病院が連携し、メンタル

ヘルス対策をモデルに段階的な復職支援を実施

していた（表５）。花王では特定不妊治療の医療費

の補助を行っていた。資生堂では、積み立て休暇

制度を不妊治療にも利用できる。資生堂はがん患

者の就労支援として、がん治療の副作用による肌

色変化や、眉、まつ毛の脱毛など外見変化をメー

キャップでカバーする方法を教えるセミナーを

開催してた。中小企業では、医療機関の受診は短

時間勤務で対応し必要時に上司が付き添う事業

所もあった。 

  表５ 仕事と治療の両立支援 

 

6) 各種休暇、時差出勤、短時間勤務制度 

  がんや婦人科疾患について、各種制度が利用

可能な事業者数は、時間単位の年次有給休暇 3社 

時差勤務制度１社、短時間勤務制度 4社、在宅勤

務制度 3 社、復職者に対する試し出勤制度 3 社、

フレックスタイム制２社であった（表６）。生理休

暇は７社全てに存在したが、あまり活用されてい

なかった。病気で長期休業した場合の身分保障期

間は従業員 300 人以上の事業所４社では最大 700

日から 3年と長期であるが、小規模事業所２社で

富士通

自宅近くや、会社帰りに立ち寄れる提携病院や社内
定期検診で乳がん、子宮がん健診を自己負担なし受
診できる。2017年の乳がん、子宮がんの健診受診率

は60％以上.

資生堂

マンモグラフィまたは乳房エコーをどちらか選択し、
健保組合の負担で自己負担なしで受診できる。2016
年に乳がん検診の受診率93.4％、子宮がん検診受診
率は34歳以下65.6％,35歳以上83.3％。

聖隷

1日人間ドックで、がんや生活習慣病、甲状腺、子宮
頸がん、マンモグラフィー1方向、乳がん触診検査、乳
房エコー、その他婦人科健診を35歳以上は自己負
担なし、30歳以下でも自己負担3000円で受診できる

花王

35歳以上の女性は乳がん、子宮がん検診を毎年健
保組合の負担で自己負担なしで受診できる。2017年
の乳房X線検査の受診率89.8％、子宮頸部細胞診
80.7％

さがみ
子宮頸部細胞診を希望者は健保組合の負担で自己
負担なしできる。15名中87名（40.5%）が受診した。骨
密度の測定は全員が受診した。

イーバレイ
乳がんマンモグラフィーは40歳以上の偶数歳の年
に、子宮頸がんは20歳以上の偶数歳の年に、協会け
んぽの負担で自己負担なして全員が受診した。

ICDS
子宮頸部細胞診、マンモグラフィーは健保組合の病

院リストから希望者が全員受診できる
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は３から６ヶ月であった。 

  表６各種休暇、時差出勤、短時間勤務制度 

 

７）出産、育児、介護との両立支援 

 社内託児施設を設置している企業や育児休暇

復職前研修や育児中の社員の交流サークルを設

置している企業は花王、資生堂、聖隷事業団であ

った。介護休暇は７企業が設定しており、日数は、

１年（花王、富士通）、94日（資生堂）、93日（イ

ーバレイ、ICDS、さがみ聖隷）であった。その他

に、花王では、将来の介護予測と詳細な実態の把

握を行い、支援計画を立案・実行。支援方針を定

め、制度の認知と相談窓口の周知を徹底し、介護

を隠さず支え合う風土の醸成を目指している。外

部識者による「介護セミナー」の開催、社員向け

「介護ハンドブック」の作成、「社外介護相談窓口」

の設置人事担当者向け相談マニュアルの作成・公

開、新任マネジャー研修でのケーススタディによ

る理解促進等を実施している。介護休暇は同一家

族について１年間まで複数回に分割して利用で

きる。しかし、利用件数は全社員中で年 10 件程度

と少ない。積み立て休暇制度の利用などで対応で

きている社員が多い。 

 

8)支援の成果の評価方法、支援に対する費用 

ICDS:介護を理由とした離職は過去３年間に１

名いる。がんや生活習慣病、女性特有の疾病や

介護による休職者はいなかった。 

富士通：健康に関する取り組みは、健康に関す

る。受診率、有所見率、疾患別死亡率 がん罹

患率、ストレスチェック、傷病手当の支給額な

どを毎度集計して評価し、新たな事業計画につ

なげていた。近年、検診等の充実により胃がん

の罹患者は減っているが、膵臓がんへの対応が

課題となっていた。 

 資生堂：被保険者一人当たりの保健事業費は

32,495 円で、全国単一健保平均 25,515 円より

も高額であるが、社員の健康を守るため、健康

管理基本方針を定め、社員の心身の健康のサポ

ートを実施していた。 

聖隷：2013 年より、傷病手当の受給者の職員   

数に対する割合で評価していた。おおよそ 2.9％

程度で多少の増減をしながら推移していた。職

員のストレスチェックは外部業者に委託して実

施しており、この中の働きやすさ項目では、他

企業と比較したベンチマークでは偏差値 52.7%前

後で推移していた。これらの指標について、ど

のような取り組みをすれば減らす事ができるの

かを特定することが今後の課題であった。労働

生産性の評価は、職員１人あたりの当期純利益

などで、職員１人あたりが生産した付加価値も

評価していた。新規採用者を対象とした質問紙

調査では、聖隷に就職を決定した理由として、

約 20%の職員が健康経営に取り組み福利厚生が充

実していることを挙げた。職場の健康支援の充

実は、労働人口が減少する中で、新規採用者の

確保に役立っていると評価していた。 

花王：社員のパフォーマンス発揮度とプレゼ

ンティーズム要因調査を実施していた。生産性

の発揮を阻害するプレゼンティーズム要因を追

求し、対応策を検討している。女性特有の疾患

に関しては、月経が就業に影響を及ぼしている

といった結果も認めており、今後の対策を検討

していた。 

さがみ：健康に関わる取り組みは男女の差なく

実施しており、2016 年時点において男女ともメ

ンタルによる休職者が若干名いるが、その他、

がんや生活習慣病、女性特有の疾病などによる

休職者はいない。 
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 イーバレイ：婦人科健診も含めた健康診断費

用を負担すべきだと考えている。産業医や協会

けんぽから保険指導対象者として指摘を受けた

従業員は、産業医や協会けんぽの保健師と面談

をすることができるようになっていた。毎年 10

名程度が該当し 2～3名が面談しており、面談費

用は会社が負担している。他には、インフルエ

ンザの予防接種の費用を 4000 円まで費用負担

し、マスクやアルコール消毒を設置していた。 

  

D．考察 

１）健康教育 

本調査の回答企業７社のうち、従業員 5000 人

以上の３企業では、生活習慣病やメンタルヘルス

など男女共通の疾患に加えて、鉄欠乏性貧血、婦

人科疾患、妊娠、不妊、更年期障害、骨粗鬆症な

ど女性特有の疾患に焦点を当てた健康教育を実

施していた。また、回答企業は、優先度の高い疾

患は生活習慣病やメンタルヘルスを挙げていた。

加えて、女性職員が多いことやくるみんやえるぼ

しの認定を受けていることから、婦人科疾患、妊

娠、不妊、更年期障害についても包括的に対応し

ていた。鉄欠乏性貧血に注目し、積極的にスクリ

ーニングや健康教育を実施した企業もあり、わが

国でも先駆的な事例であると思われる。 

2015 年のランセット委員会の女性と健康に関

する報告では、女性の死亡率の高い疾患である、

糖尿病、肥満、メタボリックシンドローム、心血

管疾患、2型糖尿病の予防に焦点を当てている 5)。

また、障害調整生命年（disability-adjusted life 

year、DALY）の観点から、鉄欠乏性貧血や骨粗鬆

症による骨折の予防、認知症や鬱病、妊娠中の肥

満や貧血、メンタル・ヘルスも子供にも影響する

長期的な健康リスク因子としている 5)。さらに、

2017 年の英国の Work Foundation は、職場におけ

る女性の健康問題の報告書では、過少認識されて

いる慢性的な婦人科疾患、妊娠、不妊、更年期障

害が女性の生産性を遅らせ、キャリアを損なう疾

患として職場での対応を勧告している６)。 

以上のことから、女性に関わる健康問題に包括

的に焦点を当てた企業の取り組みは、国際的に見

ても最新の動向を踏まえた取り組みがされてい

たと思われる。 

一方、2014 年に European Agency for Safety 

and Health at Work がまとめた職場における女

性の健康上のリスクには、女性の職種や作業内容

による筋骨格系傷害、科学物質の暴露、がんの発

生、仕事以外に家庭内の仕事を多く担当している

ことの影響、職場の暴力やハラスメントも含まれ

ていた 7)。スウェーデンでは、女性従業員の間の

バランスと幸福を高めるために、仕事と私生活の

両方に焦点を当てた職場での健康教育の必要性

を示す報告がある 8)。ワークライフバランスは、

富士通、さがみが企業の方針として取り上げ、ハ

ラスメントについては聖霊が相談窓口を設置し

ていたが、作業内容に特定した健康障害の男女差

を取り上げていた回答事業所はなかった。 

回答企業の健康教育の内容は、食事、運動、更

年期症状の自己管理などであり、米国の報告と同

様であった。米国 CDC の 2017 の職場の健康に関

する報告書では、企業 2843 社が回答しておりこ

のうち従業員500人以上の企業は８.9％であった
7) 。全回答企業のうち、健康教育を実施している

企業は 33％であり、健康教育の内容は、高血圧、

糖尿病、高脂血症、肥満、心血管疾患、癌が主な

疾患であった 8) 。また、ランセットの女性と健康

に関する委員会では、女性の 6つの健康リスク因

子（喫煙、アルコール乱用、食事、身体活動、ヒ

トパピローマウイルス感染、および B型肝炎）に

対して目標を設定している 5)。これらの主要な非

感染性疾患に共通の危険因子を減らす取り組み

は、米国では、1 人当たり GDP の 3 倍以下の費用

が節約できるため費用効果が高いと報告されて

いる 5) 。一方、英国の報告書では、更年期障や子

宮内膜症の症状や自己管理について女性に情報

提供やピアサポートを推奨している６)。 

 しかしながら、本調査の回答企業のうち従業員

100 人以下の企業では女性に焦点を当てた健康教

育は実施されていなかった。これは中小企業では

保健師を雇用する予算がないためと思われた。し
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かしながら、セルフケア健康教育の情報は、ニュ

ースレター、オンラインサービスよっても職場環

境が改善され、経費節約にも繋がることが報告さ

れている６。以上のことから、保健師を雇用する予

算のない企業では、西岡らがまとめた都道府県、

市町村、協会けんぽが作成したパンフレットを厚

生労働省研究班監修「女性の健康推進室 ヘルス

ケアラボ」などの一つのホームページ上にまとめ

て掲載し、メンタルヘルス、鉄欠乏性貧血、婦人

科疾患、妊娠、不妊、更年期障害、骨粗鬆症、な

ど健康リスクごとにダウンロードできるサイト

を構築し中小企業の従業員が有効活用する必要

がある。 

2）相談窓口：本調査の回答企業７社のうち、女性

が相談できる窓口を設置している事業所は、４社

であった。また、ハラスメントと窓口で対応して

いる事業所もあった。職場における女性の健康問

題の報告書において、女性は何年も診断を受けず

に婦人科疾患の影響を受けることがあり、受診の

遅れは職場での健康管理を妨げる。相談窓口があ

れば、診断までの平均期間を短縮し、症状の発症

時期と診断時期の大幅な食い違いを減らすため

に積極的に受診することが期待される。英国の報

告書では、女性が管理職や雇用主に症状を訴える

ことができるという保証を女性に提供すること

と、管理職や雇用主にそれらを支援するためのツ

ールを提供することの両方が必要とした 8)。また、

ライン管理者と面談するための仲介者または支

援者として行動できるように組織内の女性の担

当者として人事または職業保健師を割り当てる

ことや、医療従事者への電話で相談を推奨してい

る 8)。 

 しかしならが、女性の医療職による相談窓口の

ない事業所は３社であった。そのような事業所は、

本調査のイーバレイの事例のように協会けんぽ

の保健師から相談サービスをうけることは有効

であると思われる。また、女性の職場における健

康リスクに対応した専門知識を持った産業保健

師による電話やインターネットによる相談サー

ビスを行う企業を活用して安価に相談サービス

共有できるシステムが必要と思われる。 

3)婦人科疾患の検診：７事業所で婦人科関連の検

診費用を保険者または事業所の負担により自己

負担無料で実施していた。また、事業所内で定期

検診乳がん、子宮がん健診を含めたり、自宅近く

や会社帰りに立ち寄れる提携病院で受診できる

工夫をしていた。さらに、未受診者に繰り返し受

診勧告をおこなうことで乳がん、子宮がんについ

て 80％以上の高い受診率を実現した企業もあり

先駆的な取り組みがなされていた。未受診者への

個別勧奨と再勧奨（コール・リコール）は国立が

んセンターなどで効果が報告されているが、自治

体住民を対象とした取り組みであった。また、厚

生労働省の地域職域連携推進事業では、特定健診

とがん検診を市町村、協会けんぽ、健診事業者が

連携、調整して実施するシステムを構築している。    

 以上のことから、企業内の健診のコール・リコ

ールの実施するためには、自治体や協会けんぽが、

国立がんセンターや自治体のパンフレットを活

用した具体的な方法を企業の健康管理担当職員

に情報提供することで、高い受診を実現できる可

能性がある。 

5）治療と就業継続支援や医療機関との連携 

 本調査の回答企業７社のうち、従業員 5000 人

以上の３企業は、メンタルヘルスのガイドライン

を参考に、乳がんを罹患した職員に対して、対象

者個人のニーズと主治医と情報共有を産業医、保

健師が共有しながら、試し出勤制度などにより段

階的に休業前、および治療と就業の両立が図られ

ていた。 

 遠藤によると、がん患者の病休開始からフルタ

イム勤務の復職率は６ヶ月で 47.1％、12 月で６

２.3％であった。乳がん、子宮がん、大腸がん、

胃がんなどは、3 人に 2 人がフルタイムで復職で

きることが知られている 10）。そして、復職後も大

企業では５年勤務継続率が 51.1％と報告されて

いる。そこで問題となることは、診断書に記載さ

れた、医療用語を具体的な職場での配慮として実

現することである。例えば「倦怠感を認めるが、

一定の配慮の下、就労可能」という診断書という
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記載を、「座って行う事務作業なら仕事ができる」

と置き換えて、事務作業を担当してもらうことで

ある。大企業ではそのような置き換えを、産業医、

保健師が実施可能と思われる。しかしながら、中

小企業や非正規の社員の場合は産業医、保健師を

雇用できない企業も多いため、復職や就労継続す

ることは困難である。そのために遠藤らが開発し

た「がん種別就労支援ガイダンス」などを活用に

より、産業医、保健師を雇用できない企業中小企

業や非正規の社員も支援できるシステムの導入

が望まれる。 

8) 各種休暇、時差出勤、短時間勤務制度 

本調査の回答企業 7社の勤務制度は、短時間勤

務制度は 4 社であり、フレックスタイムが２社、

試しし出勤制度が３社であり、通院や復職には比

較的柔軟に対応可能な企業が多かった。一般的な

中小企業では、短時間勤務制度がない企業が大多

数を占めており、病気休業から復職しても、就業

規則で定められたフルタイム勤務ができずに、体

力の無さなどを理由に仕事を辞めざるを得ない

患者が数多い。これに対して、本調査の回答企業

は病気と就業の両立支援が整備されている企業

が多かった。しかしながら、病気で長期休業した

場合の身分保障期間は従業員300人以上の事業所

４社では最大 700 日から 3年と長期であるが、小

規模事業所２社では３から６ヶ月であった。これ

は、一般的な中小企業の身分保障期間は 3 か月～

6 か月の会社が多いこと同様の結果であった。す

なわち、多くの中小企業では、がんなどで 3か月

～6 か月以上休業すると、そのまま退職せざる得

ないといことである。これに対して遠藤らは「選

択制がん罹患社員用就業規則標準フォーマット」

の使用を提案している 9）。これは疾患のエビデン

スに基づいて「〇か月の休職が必要」「時短勤務や

テレワークを選択可能」など定めたモデル就業規

則である。さらに、2017 年の英国の Work 

Foundation の報告書では、更年期障害や子宮内膜

症についても病気の欠勤の対象に含めるべきと

している 6)。そして、企業の管理者は、自身の作

業方針に関して柔軟でなければならず、休憩、職

場の温度管理、休暇、在宅勤務、または一時的に

勤務時間の短縮などの従業員の要求に敏感に対

応することを勧告している。 

8）不妊治療、出産、育児、介護との両立支援 

 回答企業 7社は不妊治療や出産、育児、介護と

の両立支援については、えるぼしやくるみんの認

定をうけていることから、産後休暇や育児休暇に

ついては一定の取り組みをしていた。また、不妊

治療の医療費補助などの先駆的な活動をしてい

る企業も見られた。これらの制度は男性の利用も

促している事業所もあり先駆的な取り組みと思

われた。しかし、日本では欧米と比較すると、ほ

とんどの家事労働と育児、介護を女性が引き受け

続けているため女性の健康と福祉にとって潜在

的な負担と脅威である。ランセット委員会では休

憩や余暇のための時間がほとんどないため、仕事

の負担が 2 倍になる報告している 5)家庭内業務の

分担のありかたに言及した企業はなかった。 

9)支援の成果の評価方法、支援に対する費用 

 女性の健康支援の成果指標として、休職者数、

離職者数、受診率、有所見率、疾患別死亡率 が

ん罹患率、ストレスチェック、傷病手当の支給額、

傷病手当の受給者の職員数に対する割合、労働生

産性の評価は、職員１人あたりの当期純利益など

で、職員１人あたりが生産した付加価値を評価し

ていた。また、新規入職者の職場の選択理由の回

答数を理由に挙げている企業も見られた。さらに、

Presenteeism を評価し、その要因調査を調査して

いる事業所もあり、先駆的な取り組みがなされて

いた。しかしながら、従業員の quality of life 

や well-being を評価指標として取り上げている

事業所はなかった。米国 CDC の調査では、プログ

ラムの評価に用いたデータを利用している企業

の割合は、従業員の参加率 98.3％、従業員のフィ

ードバック 89、7％、従業員の健康リスク行動の

変化 78.1％、医療費の請求額 73.1％、労働者災害

補償 60.7％、投資に対する便益の比 57.2%, 従業

員の満足度56.9％、従業員の有病率の変化51.6％、

absenteeism38.7%であり、本研究の回答事業とは

異なる指標も見られた 10)。 
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今後、事業所内の健康関連の取り組みを評価し、

より効率的なシステムを構築するためには複数

の疾患、事業所で比較可能な共通のアウトカム指

標を設定した評価調査が必要である。 

 一方、費用負担については部分的な報告にとど

まった。米国 CDC の報告では企業 2843 社の 2017

年の職場の健康増進活動のための企業の年間予

算は、予算のない企業が 35.6％出会ったが、1万

ドル以下が 28.6％、１〜10 万ドルが 17.8％、10

万ドル以上が 18％であった 10）。これらの費用は

事業規模にも影響されるため、従業員 1人あたり

の費用で評価する必要がある。本調査でも、大企

業では産業医、保健師による健康教育や相談窓口

の設置、両立支援、復職支援などにより充実した

包括的内容の支援が実施できていたが、中小企業

には費用負担が大きく、実施できていなかった。

日本の事業所の9割は中小企業であることを鑑み

ると、複数の事業所や保険者、自治体とサービス

を共有することで、従業員 1 人あたりに費用を逓

減させて、より費用便益の高い支援システムを構

築する必要がある。 

 

＜本調査の政策提言＞ 

 1）事業所では、女性に関わる健康問題について

生活習慣病やメンタルヘルスなど男女共通の疾

患のみならず、鉄欠乏性貧血、婦人科疾患、妊娠、

不妊、更年期障害、骨粗鬆症など女性特有の疾患

などを包括的にとらえて、支援を実施する必要が

ある。 

 2）女性の健康支援として、乳がん、子宮がん検

診、各種休暇、時差出勤、短時間勤務制度による

病気の治療、不妊治療、出産、育児、介護との両

立支援は、事業所の規模に関わらず実施可能であ

る。乳がん、子宮がん健診の受診率の向上のため

には、事業所の定期健診の項目に含めたり、コー

ル・リコールを企業内で従業員個人に実施するこ

とが有効性が示唆されたため、自治体や協会けん

ぽが、事業所の健康管理担当職員に情報提供し連

携する必要がある。 

 3）本調査の回答企業７社のうち、従業員 5000

人以上の３企業では、女性特有の疾患に関する健

康教育の実施、相談窓口の設置、疾患の治療と就

業継続支援、復職支援や医療機関との連携を実施

していた。しかしながら、従業員数の少ない 4社

で実施していなかった。中小企業における、女性

の健康教育については自治体の作成した各種の

パンフレットを「女性の健康推進室 ヘルスケア

ラボ」に掲載してダウンロードできるようにする

と有効活用が可能になると思われる。相談窓口は

協会けんぽや自治体の保健師と連携や、あるいは

相談サービスを提供する企業を活用して、複数の

中小企業が保健指導サービスを共有することで

改善される可能性がある。 

  5) 中小企業では、治療と就業継続支援、復職支

援の実現が困難であった。これに対して、「がん種

別就労支援ガイダンス」などを活用して、中小企

業や非正規の社員も支援できるシステムの導入

が望まれる。また、一般的な中小企業の就業規則

では、短時間勤務制度が存在せず、身分保障機関

が 6ヶ月未満であるため、乳がん、子宮がんの患

者や通院や復職できない場合がある。これに対し

ては「選択制がん罹患社員用就業規則標準フォー

マット」を使用して、エビデンスに基づいて患者

の状態にあわせた就業規則の作成を支援するこ

とが必要である。 

 6) 支援の成果の評価方法 

 今後、事業所間の健康関連の取り組みを評価し

比較し、より効率的なシステムを構築するために

は複数の疾患、事業所で比較可能な共通のアウト

カム指標を設定し、費用効果を評価する研究が必

要である 

 

E. 結論 

回答７事業所では、事業の規模に関わらず、

乳がんと子宮がん検診の無料にして定期検診に

含め、で実施するなど検診へのアクセスを高め

ることで、全国平均よりも高い受診率を実現し

ていた。一方、中小企業では、女性の健康に関

する健康教育、相談窓口、仕事と治療の両立支

援が困難であった。これらについて、協会けん
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ぽや自治体が実施する健康教育や相談窓口の利

用や、医療機関が情報共有し、両立支援を行う

システムの必要性が示唆された 
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